
奨学金制度の拡充を求める意見書 

 

近年、高等教育機関への進学率が高まる一方で、大学等の授業料は上昇しており、

家計にとって重い負担となっています。  

このような中、奨学金の貸与も年々増加しており、奨学金制度は多くの学生等に

とって、なくてはならない制度となっています。  

それでも経済的理由により、授業料が払えずに退学を余儀なくされる人や、進学

を断念する人は多く存在し、学生等への一層の負担軽減に取り組む必要があります。 

また、大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増してお

り、経済的な理由等で「返したくても返せない人」には、きめ細かな対応が求めら

れています。  

我が国の将来を担う人材の育成のためには、教育の機会均等を確保することが不

可欠であり、無利子奨学金の拡充や、年収に応じて返還額を柔軟に変える所得連動

返還型奨学金の導入等、奨学金制度を拡充し、安心して学業に専念できる環境をつ

くることは極めて重要です。  

よって、台東区議会は、国に対し、学生等の学びを支えるため、奨学金制度の拡

充を強く要望いたします。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。  
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